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招 集 日 時 令和３年５月２５日 開会場所 ふじみ野市役所５階Ａ大会議室 

開会の日時 

及び宣告者 
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議 事 参 与（説明者） 書   記 
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  上記会議の結果を記載し、その相違なきを証するためここに 

 署名します。 

 

 

 

 

              令和３年５月２５日 

 

 

    議  長                  印 

 

    署名委員                  印 

 

    署名委員                  印 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ふじみ野市農業委員会会長は、令和３年５月２５日、午後 

１時３０分、ふじみ野市役所５階Ａ大会議室に農業委員会を

招集した。 

日程第１ 

 

議  長 

 

 議長は午後１時３５分、委員の過半数が出席したので、開 

会を宣言した。 

日程第２ 議  長  議事録署名委員に５番・６番委員を指名する。 

日程第３ 
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事 務 局 
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11 番委員 

 

日程第３、報告第１３号、農地法第３条の３第１項の規定に

よる権利取得の届出に関する件２件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑を求めます。 

なし。 

報告案件ですので、報告第１３号について終了します。 

日程第４、報告第１４号、農地法第４条第１項第８号の規定

による農地転用届出に関する件２件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑を求めます。 

なし。 

報告案件ですので、報告第１４号について終了します。 

日程第５、報告第１５号、農地法第５条第１項第７号の規定

による農地転用届出に関する件４件を報告します。 

事務局に報告書の朗読を求めます。 

報告書朗読。 

質疑を求めます。 

４番案件の地図を見ると、斜線が引かれていない筆があるが 

農地として残るのか。 
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議  長 

 

 西側の道路に面している筆は地目が雑種地と宅地です。 

 残りの４筆は１名の方が所有していますが、まだ所有権移転

が行われていません。 

 農地として使用するかは不明ですが、今後、仮換地を行う予

定のため、該当地は現在の場所から変わる可能性があり、変更

後の場所で何らかの使用収益が発生するものと考えられます。 

 他に質疑はありますか。 

なし。 

報告案件ですので、報告第１５号について終了します。 

日程第６ 議案第１６号 農地法第３条の規定による許可

申請に関する件、３件を議題とします。 

1 番の案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求め 

ます。 

議案書朗読、説明。 

受人は富士見市上南畑在住で、現在は富士見市内を中心に１

１，９３１㎡、うち、ふじみ野市内には５０５㎡の農地を所有

して、大規模区画水田にて稲作を中心として熱心に農業経営を

行っており、３条申請の５，０００㎡以上の下限面積要件を満

たしています。 

今回は受人の作付面積を増やして農業経営規模を拡大する

ための申請であり、申請地近辺で畑作を行える農地を探してい

ました。 

また、渡人は農業経営を行っておらず、申請地は相続を受け

た土地であり農地の管理に困っていました。 

受人は農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要

件の全てを満たすと考えています。 

この案件について、現地調査を行った委員さんから説明をお 

願いします。 
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５月１２日に５番委員、事務局２人の４人で現地調査を行 

いました。 

 申請地は草木が生えており、薬剤を散布した後は見受けられ

るが農地として管理がされている状態では無いので、今後、受

人には農地としてしっかり管理をしてもらいたい。 

地元委員さんは何かありますか。 

 現地調査の報告のとおり、申請地は草木が生えてしまってい

る状態ですが、農地に戻すことは難しくは無いと思います。 

質疑はありますか。 

 なし。 

質疑がないようでしたら、案件について承認してもよろしい 

ですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、議案第１６号 1番の案件につきまして 

は原案のとおりに許可することに決定します。 

２番及び３番の案件については関連があるので、事務局から 

一括して議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

２番案件の受人と３番案件の受人は夫妻であり市内在住で

す。 

２人は熱心に農業経営を行っていますが、２５４バイパスふ

じみ野地区区画整理事業の進捗に伴い１，９９６㎡の農地を売

却しました。 

しかし、今回の申請地２，８９５㎡を併せると５，６６４㎡

の農地を所有することになり、３条申請の５，０００㎡以上の

下限面積要件を満たしています。 

今回は作付面積を増やして農業経営規模を拡大するための

申請です。 
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受人は農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要

件の全てを満たすと考えています。 

この案件について、現地調査を行った委員さんから説明をお 

願いします。 

５月１２日に５番委員、事務局２人の４人で現地調査を行 

いました。 

 申請地は既にトラクターで耕運されており問題は無いです。 

地元委員さんは何かありますか。 

 ３筆とも農地としてきれいに管理がされており、何も問題は

無いと思います。 

質疑はありますか。 

 なし 

質疑がないようでしたら、案件について承認してもよろしい 

ですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、議案第１６号２番及び３番の案件につ 

きましては原案のとおりに許可することに決定します。 

議案第１６号について終了します。 

日程第７ 議案第１７号 農地法第５条第1項の規定による

許可申請に関する件、１件を議題とします。 

案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

受人夫妻は現在、所沢市内の賃貸物件にて２人で住んでいま

すが、家財道具が増えてきており、将来的に子供が出来たこと

を考えると住居は手狭なため、戸建て住宅の建築を計画してい

ます。 

受人夫の実家がある川越市伊勢原町、受人妻の実家がある三

芳町竹間沢へ車にて３０分程度で行き来できる場所、また、夫
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議  長 

 

議  長 

 

 

の勤務地の狭山市、妻の勤務地である所沢市へも車にて３０分

程度で通勤できる場所を選定の条件として、ふじみ野市内、川

越市及び三芳町内の市街化区域内で適地を探したが見付から

ず、本申請地が条件を満たしているため農地転用の申請をする

ことになりました。 

申請地は受人夫の実家まで３５分程度、受人妻の実家まで２

０分程度、互いの勤務地までも３０分程度の通勤時間であり、

小・中学校が近くにあり教育環境が良い場所です。 

農地の区分は、おおむね 10 ヘクタール未満の規模の一団の

農地の区域内にある農地であり、第２種農地と判断します。 

この案件について、現地調査を行った委員さんから説明をお 

願いします。 

５月１２日に６番委員、事務局２人の４人で現地調査を行 

いました。 

 申請地は草が生えていましたが、刈った後もあり管理はされ

ていると思います。 

地元委員さんは何かありますか。 

特に問題は無いと思います。 

質疑はありますか。 

 なし。 

質疑がないようでしたら、案件について承認してもよろしい 

ですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、議案第１７号の案件につきましては原 

案のとおり許可相当として県知事に意見を送付します。 

日程第８、議案第１８号 農用地利用集積計画の利用権設定

について、１件を議題とします。 

この議案は１５番委員に関する議題となるので、会議規則第 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議  長 

 

６番委員 

 

 

 

議  長 

 

議  長 

全 委 員 

議  長 

 

全 委 員 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

１０条の規定により１５番委員は退席します。 

（１５番委員退席） 

案件について、事務局から議案の朗読及び説明を求めます。 

議案書朗読、説明。 

借人は稲作をする目的で受人から農用地利用集積計画の利 

用権設定を１０年の期間で設定するための申請です。 

 申請地の南側は借人が所有する田であり、一体で利用する予

定です。 

この案件について、現地調査を行った委員さんから説明をお 

願いします。 

５月１２日に５番委員、事務局２人の４人で現地調査を行い 

ました。 

 申請地は水が張られており、田植えができる状態になってお

り、特に問題はありません。 

地元委員さんは退席中の１５番委員ですが、農業経営をしっ 

かり行われている方です。 

 質疑はありますか。 

 なし。 

質疑がないようでしたら、案件について承認してもよろしい 

ですか。 

異議なし。 

異議なし賛成により、議案第１８号の案件につきましては原 

案のとおりに決定します。 

議案第１８号について終了します。 

本日の報告並びに議案全てについて、慎重審議していただき

ましてありがとうございました。これをもちまして、令和３年

第５回ふじみ野市農業委員会総会を閉会とさせていただきま

す。（終了 午後２時１３分） 



 


